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1
令和
れいわ

２年
ねん

７月
がつ 来庁

らいちょう

本人
ほんにん 聴覚

ちょうかく

障
しょう

がい

行政
ぎょうせい

サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

聴覚
ちょうかく

に障
しょう

がいがある

ため、区役所
くやくしょ

との相
そう

談
だん

等
とう

をメ
め

ー
ー

ル
る

でした

いと申
もうし

出
で

したが断
ことわ

ら

れた。

メ
め

ー
ー

ル
る

での相談
そうだん

等
とう

に

対応
たいおう

しないことは合
ごう

理
り

的
てき

配慮
はいりょ

の不
ふ

提供
ていきょう

に

あたるのではない

か。

該当
がいとう

課
か

に対
たい

し、何
なん

ら

かの配慮
はいりょ

の申
もうし

出
で

が

あった際
さい

には、お互
たが

いの情報
じょうほう

や意
い

見
けん

を伝
つた

え合
あ

いながら、フ
ふ

ァ
ぁ

ク
く

シ
し

ミ
み

リ
り

や郵送
ゆうそう

などの

代替
だいたい

手段
しゅだん

を提案
ていあん

する

ことが重要
じゅうよう

であること

を説明
せつめい

した。

相談者
そうだんしゃ

には、区
く

ホー

ムぺージからのお問
と

い合
あ

わせメールを

使
つか

ったやりとりができ

る旨
むね

を手紙
てがみ

で回答
かいとう

し

た。

2
令和
れいわ

２年
ねん

７月
がつ 電話

でんわ

本人
ほんにん 精神

せいしん

障
しょう

がい

①福祉
ふくし

②行政
ぎょうせい

サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

①勤務先
きんむさき

の責
せき

任
にん

者
しゃ

の態度
たいど

が高圧的
こうあつてき

で、

電話
でんわ

しても「まわりの

支援者
しえんしゃ

に相談
そうだん

して用
よう

件
けん

をまとめて」と言
い

わ

れる。

責任者
せきにんしゃ

の高圧的
こうあつてき

態
たい

度
ど

を改善
かいぜん

してほしい。

②上記
じょうき

を区
く

の保健師
ほけんし

に相談
そうだん

したが「そんな

こと言
い

われたのか」と

笑
わら

われてア
あ

ド
ど

バ
ば

イ
い

ス
す

等
とう

もなかった。

①相談者
そうだんしゃ

が、差別
さべつ

案
あん

件
けん

として区
く

から勤務
きんむ

先
さき

へ働
はたら

きかけること

を希望
きぼう

しなかったた

め、別
べつ

の相談
そうだん

先
さき

を紹
しょ

介
うかい

した。

②担当
たんとう

保健
ほけん

師
し

に事実
じじつ

確認
かくにん

。相談
そうだん

があれば

笑
わら

ったりはしないが、

今後
こんご

は誤解
ごかい

を与
あた

えな

いよう特
とく

に気
き

を付
つ

け

るとのことだった。

障
しょう

害
がい

者
しゃ

差
さ

別
べつ

解
かい

消
しょう

法
ほう

に係
かか

る相
そう

談
だん

内
ない

容
よう

一
いち

覧
らん

（令
れい

和
わ

２年
ねん

度
ど

上
かみ

半
はん

期
き

分
ぶん

 ４月
がつ

～９月
がつ

）

整
せい

理
り

番
ばん

号
ごう

相談
そうだん

内容
ないよう

対
たい

応
おう

概
がい

要
よう

備
び

考
こう

し りょう
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3
令和
れいわ

２年
ねん

８月
がつ 電話

でんわ

本人
ほんにん

難病
なんびょう 雇用

こよう

・

就業
しゅうぎょう

勤務
きんむ

先
さき

の非常勤
ひじょうきん

講
こう

師
し

採用
さいよう

規
き

定
てい

の解雇
かいこ

項目
こうもく

（辞
や

めてもらう理
り

由
ゆう

）に「精神
せいしん

または身
しん

体
たい

の障害
しょうがい

により職務
しょくむ

の遂行
すいこう

に支障
ししょう

があ

り、またはこれに耐
た

え

られないと認
みと

めた場
ば

合
あい

」と記載
きさい

されてい

る。障
しょう

がい者
しゃ

を差別
さべつ

する表記
ひょうき

である。

当該
とうがい

解雇
かいこ

項目
こうもく

の言
い

い

回
まわ

しは一般的
いっぱんてき

に多
おお

く

使
つか

われる表現
ひょうげん

であり

差別
さべつ

とはならず、実
じっ

際
さい

の解雇
かいこ

理由
りゆう

が障
しょう

がいのみを理由
りゆう

とし

ている場合
ばあい

は差別
さべつ

と

なることを説明
せつめい

した。

相談者
そうだんしゃ

に「体調
たいちょう

を崩
くず

し解雇
かいこ

される不安
ふあん

」等
とう

が感
かん

じられるため、

自身
じしん

の体調
たいちょう

を優先
ゆうせん

し

職場
しょくば

環境
かんきょう

については

勤務先
きんむさき

とよく話
はなし

合
あ

うよ

う説明
せつめい

した。勤務先
きんむさき

及
およ

び居住地
きょじゅうち

のハ
は

ロ
ろ

ー
ー

ワ
わ

ー
ー

ク
く

で相談
そうだん

ができ

ることを案内
あんない

した。

4
令和
れいわ

２年
ねん

８月
がつ 電話

でんわ

本人
ほんにん 精神

せいしん

障
しょう

がい

その他
た

（携帯
けいたい

電
でん

話
わ

会社
がいしゃ

）

支払
しはら

い済
ず

みなのにス
す

マ
ま

ー
ー

ト
と

フ
ふ

ォ
ぉ

ン
ん

の未払
みばら

い

料金
りょうきん

請求書
せいきゅうしょ

が届
とど

い

た。

ス
す

マ
ま

ー
ー

ト
と

フ
ふ

ォ
ぉ

ン
ん

の申込
もうしこみ

時
じ

に身分
みぶん

証
しょう

として精
せい

神
しん

障
しょう

害
がい

者
しゃ

手帳
てちょう

を見
み

せ

たので、「理
り

解
かい

力
りょく

がな

い」と考
かんが

え二重
にじゅう

払
ばら

いを

させようとしている。

事業者
じぎょうしゃ

に謝罪
しゃざい

させ、

処分
しょぶん

してほしい。

携帯
けいたい

電話
でんわ

会社
かいしゃ

に請求
せいきゅう

及
およ

び過去
かこ

の支払
しはら

いの

詳細
しょうさい

について問
と

い合
あ

わせするよう説明
せつめい

し

た。また、区
く

には事
じ

業
ぎょう

者
しゃ

への処分
しょぶん

等
とう

の

権限
けんげん

はないため携帯
けいたい

電話
でんわ

会社
かいしゃ

を指導
しどう

する

ことはできないことを

説明
せつめい

した。国
くに

等
とう

とも共
きょう

有
ゆう

する全国
ぜんこく

消費
しょうひ

生活
せいかつ

情
じょう

報
ほう

ネ
ね

ッ
っ

ト
と

ワ
わ

ー
ー

ク
く

シ
し

ス
す

テ
て

ム
む

に苦情
くじょう

内容
ないよう

を記
きろ

録
く

して報告
ほうこく

をあげる

扱
あつか

いとすることで納
なっ

得
とく

いただいた。
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5
令和
れいわ

２年
ねん

９月
がつ 電話

でんわ

本人
ほんにん 聴覚

ちょうかく

障
しょう

がい

行政
ぎょうせい

サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

区役所
くやくしょ

の窓口
まどぐち

へ行
い

く

際
さい

、聴覚
ちょうかく

に障
しょう

がいが

あり人
ひと

の声
こえ

が聞
き

き取
と

りづらいので、補助
ほじょ

のため知人
ちじん

に同行
どうこう

し

てもらったが、窓口
まどぐち

の

職員
しょくいん

から理由
りゆう

も聞
き

か

れず知人
ちじん

の離席
りせき

を求
もと

められた。

事実
じじつ

確認
かくにん

及
およ

び再発
さいはつ

防
ぼう

止
し

策
さく

を講
こう

じてほしい。

該当
がいとう

職員
しょくいん

に事実
じじつ

確認
かくにん

したところ、聴覚
ちょうかく

に障
しょう

がいがあることを知
し

らず、理由
りゆう

を尋
たず

ねず

知人
ちじん

の離席
りせき

を求
もと

めた

ことについては、同
どう

日
じつ

謝罪
しゃざい

している、との

ことだった。

相談者
そうだんしゃ

には、事実
じじつ

確
かく

認
にん

したこと及
およ

び再発
さいはつ

防止
ぼうし

策
さく

について手紙
てがみ

で回答
かいとう

した。

6
令和
れいわ

２年
ねん

９月
がつ 電話

でんわ

本人
ほんにん 肢体

したい

不
ふ

自
じ

由
ゆう

行政
ぎょうせい

サ
さ

ー
ー

ビ
び

ス
す

講座
こうざ

申込
もうしこみ

の際
さい

に、受
うけ

付
つけ

の職員
しょくいん

から氏名
しめい

を

何度
なんど

も聞
き

かれたり、

障
しょう

がいについての配
はい

慮
りょ

の聞
き

き取
と

りがなく

不安
ふあん

になった。障
しょう

が

いの配慮
はいりょ

については

必
かなら

ず聞
き

き取
と

りしてほ

しい。

講座
こうざ

当日
とうじつ

、担当
たんとう

職員
しょくいん

が相談者
そうだんしゃ

からの申
もう

し

出
で

を聞
き

き取
と

りし謝罪
しゃざい

し

た。今後
こんご

は受付
うけつけ

方法
ほうほう

について再確認
さいかくにん

し、

充分
じゅうぶん

な引継
ひきつ

ぎを行
おこな

う

ようにすると説明
せつめい

し、

納得
なっとく

いただいた。

※雇用
こよう

分野
ぶんや

については、「障害者
しょうがいしゃ

雇
こ

用
よう

促
そく

進
しん

法
ほう

」に規
き

定
てい

されています。

※相談
そうだん

者
しゃ

から「障
しょう

がい者
しゃ

差別
さべつ

である」との申出
もうしで

があった内容
ないよう

を掲載
けいさい

しています。
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